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Ⅰ 事実の概要

1 Aは，昭和51年4月，大阪府教育委員会に教

員として採用され，平成8年4月以降，B中学校に

おいて教諭として勤務していたところ，平成10年

10月18日，自殺により死亡した。Aの夫であった

X（原告，被控訴人）は，Aの死亡当時51歳であっ

た。

Y（地方公務員災害補償基金）大阪府支部長（以

下「処分行政庁」という。）は，平成22年4月23日，

亡Aの自殺を公務上の災害と認定した。

2 Xは，平成22年6月2日付けで，処分行政庁に

対し，地方公務員災害補償法（以下「地公災法」

という。）32条1項に基づき遺族補償年金の支給請

求をするとともに，同法47条1項2号の福祉事業と

して支給される遺族特別支給金（地方公務員災害

補償基金業務規程29条の7），遺族特別援護金（同

規程29条の9）及び遺族特別給付金（同規程29条の

13）の支給申請をした（遺族特別支給金，遺族特

別援護金および遺族特別給付金を併せて，以下

「遺族特別支給金等」ということがある。）。

処分行政庁は，平成23年1月5日付けで，Xに対

し，上記遺族補償年金の支給請求及び遺族特別支

給金等の支給申請につき，いずれも不支給とする

旨の決定（以下「本件各不支給決定」という。）を

した。

地公災法32条1項は，職員の死亡の当時その収

入によって生計を維持していた配偶者のうち，妻

については年齢を問わず遺族補償年金を受給でき

ると定めているのに対し，夫については60歳以上

（同法附則7条の2第2項で，当分の間，公務上死亡

の場合は55歳以上とされている。）とする年齢要

件（以下「本件年齢要件」という。）を定め，これ

を遺族補償年金の受給要件とすることによって妻

と夫とを区別している（以下「本件区別」とい

う。）。

本件各不支給決定のうち遺族補償年金に係る不

支給決定は，Aが死亡した平成10年10月18日当時

Xは51歳であったことから，本件年齢要件に該当

しないことを理由とするものである。遺族補償年

金について不支給と決定されたため，遺族補償年

金の受給権者に該当することを支給要件とする遺

族特別支給金等についても，Xは不支給とされた。

なお，Aの死亡当時，その収入によって生計を

維持していた遺族として，夫であるXおよび子2人

がいたが，XはAの死亡当時51歳であり，本件年齢

要件に該当しなかった。また，子2人は，いずれも

「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に

あること」との受給要件（地公災法32条1項ただし

書2号）に該当しなかった。地公災法による遺族

補償年金を受けることができる遺族がいないこと

になれば，同法36条，37条に基づき，配偶者であ

るXが遺族補償一時金の受給権者となり，合わせ
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て遺族特別支給金等の受給権者にもなる。

3 Xは，本件各不支給決定のうち遺族補償年

金に係る不支給決定につき，平成23年1月26日付

けでY大阪府支部審査会に対し審査請求をした

が，同審査会は3カ月を経過しても裁決をしな

かった。

Xは，平成23年4月28日付けでY審査会に再審査

請求をしたが，同審査会は，3カ月を経過しても裁

決をしなかった。

4 そこでXは，平成23年10月29日，Yを被告と

して本件訴訟を提起したところ，大阪地裁判決

（大阪地裁平成25年11月25日判決，判例時報2216

号122頁等）は，「共働き世帯が一般的な家庭モデ

ルとなっている今日においては，配偶者の性別に

おいて受給権の有無を分けるような差別的取扱い

はもはや立法目的との間に合理的関連性を有しな

いというべきであり……（本件区別は）憲法14条

1項に違反する不合理な差別的取り扱いとして違

憲・無効である」として，Xの請求を全部認容し，

本件各不支給決定を取消した。Yは，この判決を

不服として控訴した。

Ⅱ 判旨

原判決取消し，Xの請求棄却

1 地公災法の定める遺族補償年金の性格

「労災保険法及び国公災法において……年金制

が導入され……遺族補償年金については，受給資

格のある遺族を，労働者・職員の死亡の当時その

収入によって生計を維持していた者に限定し（生

計維持要件），さらに，妻以外の者については，一

定の年齢に該当すること（年齢要件）……が受給

要件として定められた（労災保険法16条の2，国公

災法16条）。一方，遺族補償一時金については，遺

族補償年金を受けることができる遺族がいない場

合など遺族補償年金の支給がされないときに，遺

族補償一時金が支給される仕組みとされ，従前の

遺族補償と同様，受給権者につき労働者・職員の

死亡の当時その収入によって生計を維持していた

者に限定されず，また，年齢要件……は，受給要

件として定められなかった。このことからすれ

ば，上記改正は，扶養者を失った遺族の被扶養利

益の喪失を填補し，遺族の生活を保護することを

目的とする社会保障制度として遺族補償年金を創

設し……そのような社会保障給付である遺族補償

年金を支給するのにふさわしい者として定められ

た遺族（受給資格者に当たる遺族）がいない場合

など遺族補償年金の支給がされないときに，遺族

補償一時金が支給される仕組みとし，遺族補償一

時金の支給により損害補償を図ったものと解すべ

きである。

したがって，労災保険法及び国公災法において

遺族補償等の年金化に係る改正により創設された

遺族補償年金は，基本的に社会保障制度の性格を

有するものと解される。」

「……地公災法の定める遺族補償（遺族補償年

金及び遺族補償一時金）の性格は，労災保険法及

び国公災法の定める遺族補償（遺族補償年金及び

遺族補償一時金）の性格と異なるところはないと

解されるから，地公災法の定める遺族補償年金

は，労災保険法及び国公災法の定める遺族補償年

金と同様，基本的に社会保障制度の性格を有する

ものというべきである。」

地公災法32条1項「の趣旨は，遺族補償年金が，

職員の死亡により扶養者を失った遺族の被扶養利

益の喪失を填補し，遺族の生活を保護することを

目的とするものであることから，受給権を有する

遺族の範囲を職員の死亡の当時その収入によって

生計を維持していた者に限定し，さらに，死亡職

員の収入によって生計を維持していた者のうち，

「一般に独力で生計を維持することが困難である

もの」に対して遺族補償年金を支給することによ

り喪失した被扶養利益を填補してその生活を保護

することとしたものである。すなわち，妻，60歳

以上の夫……について，「一般に独力で生計を維

持することが困難である」と考えられることか

ら，遺族補償年金の支給を受けるのにふさわしい

者として類型的に定めたものと解される。」

「……地公災法の定める遺族補償のうち，遺族

補償一時金は，遺族補償等の年金化に係る改正前

に労災保険法及び国公災法において定められてい
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た遺族補償と同様，基本的に損害補償の性格を有

するというべきである」。

2 本件区別を設けた法令の違憲審査基準につ

いて

「……憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的

にどのような立法措置を講じるかの選択決定は，

立法府の広い裁量にゆだねられており，それが著

しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみ

ざるを得ないような場合を除き，裁判所が審査判

断するのに適しない事柄であるといわなければな

らない。もっとも，同条の趣旨にこたえて制定さ

れた法令において受給権者の範囲，支給要件等に

つき何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いを

するときは別に憲法14条1項違反の問題を生じ得

るというべきである」。

「立法府が，憲法25条の趣旨を実現するために

社会保障制度を設けるに当たり，社会保障給付の

必要性の有無・程度に関し国民各自に性別により

事実上の差異が存する場合に，受給権者の範囲，

支給要件，支給金額等につき上記の事実上の差異

に相応して何らかの区別を設ける立法措置を講じ

るか否か，講じるとして具体的にどのような立法

措置を講じるかの選択決定をするについても，同

様に，立法府の広い裁量にゆだねられていると解

することが憲法25条の趣旨に適うものというべき

である。そうすると，憲法25条の趣旨を実現する

ために創設された社会保障制度上の法令が受給権

者の範囲，支給要件，支給金額等につき区別を設

けることは，それが著しく合理性を欠き，何ら合

理的理由のない不当な差別的取扱いであるといえ

る場合に，憲法14条1項に違反するものと解すべ

きである。」

3 地公災法32条1項等が本件区別を設けてい

ることは憲法14条1項に違反するか

「今日において，〔1〕女性（特に，配偶者を有す

る者（妻））は，男性に比べて労働力率が相当低い

こと，〔2〕女性は，雇用者数に占める非正規雇用

の割合が50パーセントを超えており，その割合は

男性における非正規雇用の割合の3倍近いこと，

〔3〕男女間の賃金格差が大きく，女性の賃金額は

男性のそれの概ね6割以下にすぎず，女性は，男性

と比べて賃金が著しく低いこと，〔4〕専業主婦世

帯数は，従前から減少し続け，共働き世帯数より

下回っているものの，なお787万世帯（平成24年当

時）ないし797万世帯（平成22年当時）存在すると

ころ，平成22年国勢調査に基づき20歳から59歳ま

での年齢階層につき家事のみしている妻（専業主

婦）と家事のみしている夫（専業主夫）の人数を

比較すると，家事のみしている妻の人数は，家事

のみしている夫の人数の100倍を大きく超えてい

るのであり，専業主婦の世帯数は，専業主夫の世

帯数よりはるかに多いことが認められ，これらに

照らせば，夫が死亡した場合，専業主婦世帯にお

いて夫が死亡した場合はもちろんのこと，共働き

世帯において夫が死亡した場合においても，妻が

独力で生計を維持することができなくなる可能性

は高いというべきである。これに対し，妻が死亡

した場合に，夫が独力で生計を維持することがで

きなくなる可能性は，上記の妻が独力で生計を維

持することができなくなる可能性と比較して著し

く低いというべきである。」

「これらの事情からすれば，今日の社会情勢の

下においても，妻については，年齢を問わずに

「一般に独力で生計を維持することが困難である」

と認めて，遺族補償年金を受給できるものとする

が，夫については，年齢を問わずに「一般に独力

で生計を維持することが困難である」とは認めら

れないとして，「一般に独力で生計を維持するこ

とが困難である」と認められる一定の年齢に該当

する場合に遺族補償年金を受給できるものとする

旨の遺族補償年金の受給要件に係る区別を設けた

本件区別は，合理性を欠くということはできな

い。」

Ⅲ 解説

1 判決の論理とその問題点

地公災法32条1項は，公務上死亡した地方公務

員の遺族に支給される遺族補償年金の受給要件と

して，妻については年齢要件を設けず，夫につい
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てのみ55歳以上とする年齢要件を設けている。こ

のような性による区別を設けた規定について，大

阪地裁判決1)は，憲法14条1項に違反すると判示

し，社会的な注目を集めた。これに対し，大阪高

裁判決は違憲ではないと判示している。そこで，

このように両判決の結論を分けた論点を中心に検

討する。

（1） 遺族補償年金の法的性格

両判決では，それぞれ遺族補償年金の法的性格

を検討している。その理由は，これを損害賠償と

解すれば，損害賠償である以上遺族の年齢を問わ

ずに補償が必要となり，したがって，本件区別を

定めている地公災法32条1項は，その存在理由を

失うことになるからである。

さて，遺族補償年金の法的性格について，大阪

地裁判決は，地方公務員災害補償制度は，一種の

損害賠償制度の性格を有しており，純然たる社会

保障制度とは一線を画するものの，社会保障的性

質をも有しているという見解をとり，損害賠償に

基本を置いた判断を示している。

これに対し，大阪高裁判決では，遺族補償年金

は基本的に社会保障制度の性格を有するが，遺族

補償一時金は基本的に損害補償の性格を有すると

して，地方公務員災害補償制度の給付の種類ごと

にその法的性格を判断した。

このように，制度全体で評価するのか，給付の

種類ごとに評価するのかという違いはあるもの

の，「年金」という社会保障制度特有の仕組みを

とっている遺族補償年金が社会保障制度としての

性格も有しているという判断は両判決に共通であ

る。したがって，いずれの判決においても遺族補

償年金に年齢要件を設けることは肯定されること

になり，次に，本件区別の違憲性が問題となる。

（2） 本件区別が憲法14条1項に違反するか

（ア）本件区別に係る違憲審査基準

大阪地裁判決は，尊属殺違憲判決（最高裁大法

廷昭和48年4月4日判決，刑集27巻3号265頁）など

を引用した上で，もっぱら憲法14条1項を取り上

げ，本件区別が「事柄の性質に応じた合理的な根

拠」に基づくかどうかが違憲判断の基準になると

した。

これに対し大阪高裁判決は，学生無年金訴訟最

高裁判決（最高裁第二小法廷平成19年9月28日判

決，民集61巻6号2345頁）などの判断枠組みを引用

し，憲法25条に関しては，立法措置は「立法府の

広い裁量にゆだねられており，それが著しく合理

性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるを得

ないような場合を除き」，司法判断に適しないと

する広範な立法裁量論をとりつつ，当該法令にお

ける「受給権者の範囲，支給要件等につき何ら合

理的理由のない不当な差別的取扱いをするとき」

は，憲法14条1項違反の問題を生じ得るとした。

これは，憲法25条と同14条1項とで異なる審査基

準を採用した上で，後者についてはXが主張した

「厳格な合理性の基準」を採らなかったものであ

る。

ちなみに，「厳格な合理性の基準」の意味すると

ころは論者によって必ずしも同じではないが2)，

本稿では，X側が高裁で主張した見解，すなわち，

そのような区別をすることの立法目的に合理的な

根拠が認められない場合，又はその具体的な区別

と当該立法目的との間に合理的関連性が認められ

ない場合には，当該区別は合理的な理由のない差

別として憲法14条1項に違反するという見解とし

て理解する。これに従うと，大阪地裁判決は「厳

格な合理性の基準」を採用し，大阪高裁判決は，

そこまでの厳格さは求めないという意味で，「緩

やかな合理性の基準」をとったことになる。

（イ）何と何を比較すべきなのか

1)地裁判決に関する評釈として，嵩さやか・判例時報2238号（2014年）148頁，川久保寛・季刊社会保障研究

Vol.50,No.3（2014年）352頁，常森裕介・賃金と社会保障1612号（2014年）53頁，長岡徹・新・判例解説Watch（法

学セミナー増刊）15号（2014年）19頁等。
2) 芦部信喜・高橋和之補訂『憲法（第6版）』（岩波書店，2015年）132頁，野中俊夫・中村睦男・高橋和之・高見勝

利『憲法Ⅰ（第5版）』（野中執筆）（有斐閣，2012年）290頁など参照。
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本件訴訟で問題となるのは，「職員の死亡の当

時その収入によって生計を維持していた妻」と

「職員の死亡の当時その収入によって生計を維持

していた55歳以上の夫」を遺族補償年金の受給資

格として定めた地公災法32条1項等が憲法14条1項

に違反するかである。55歳以上であれば性別によ

る受給資格の区別はなくなることから，職員の収

入によって生計を維持していた55歳未満の妻と夫

を比較し，前者には遺族補償年金の受給資格を認

め，後者には認めないという区別に「合理性」が

あるかどうかが問題となる3)。

ところで，両判決ともに，これらの者が，遺族

補償年金の支給を受けるのにふさわしい者として

「一般に独力で生計を維持することが困難である」

（以下「自活困難」という。）と類型的に捉えられ

るどうかを問題とし，地公災法が制定された昭和

42年当時は本件区別に合理性があったとしてい

る。ただ，本件区別が今日でも合理性を有してい

るかどうかに関する判断が違ったのである。そこ

で，この点に関する両判決の判断枠組みを比較検

討する。

（ウ）何と何を比較したのか

(a）大阪地裁判決

大阪地裁判決は，①専業主婦世帯の数と共働き

世帯の数が逆転していること（共働き世帯1,012

万世帯，専業主婦世帯797万世帯），および②「社

会保障制度においても，男性が正規職員として安

定的に就業しているという前提は，見直さざるを

得なくなっている」という厚生労働白書の記述4)

を根拠に―白書の該当部分には，共働き世帯が一

般的な家庭モデルになったという評価に関する記

述はないにもかかわらず―共働き世帯が一般的な

家庭モデルとなっているという認識（以下「共働

き世帯一般的家庭モデル論」という。）を定立した

上で，今日においては，死亡した職員の遺族であ

る55歳未満の配偶者のうち，妻を自活困難である

として，男女という性別のみにより受給権の有無

を分けることは合理的とは言い難く，このような

差別的取扱いは立法目的との間に合理的関連性を

有しないと判示した。その際，就労形態や獲得賃

金等について女性の方が男性よりも不利な状況に

あるといった差異は，あくまでも相対的なもので

あるとし，他方，男性が女性より完全失業率が高

いこと（女性4.6％，男性5.4％），母子家庭でも

84.5％が就業できていることを女性の自活可能性

を肯定する根拠にあげている。

(b）大阪高裁判決

他方，大阪高裁判決は，今日でも，①女性の労

働力率が男性より相当低いこと（男性84.8％，女

性63.1％），②女性の雇用者数に占める非正規雇

3)平等権は相対的な権利であり，相対的な他との取扱いの違いが問題になる（野中他・前掲注2）288頁）。
4)『平成23年版厚生労働白書』13頁。なお，同白書の政策提言としては，「第4章これからの社会保障を展望する」

において，全世代対応型・未来への投資，参加保障・包括的支援などを基本的な方向性とする社会保障・税一体改

革の必要性を述べており，家族のあり方を論じているわけではない。
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表 両判決の判断枠組み

前提とする世帯認識 対象世帯類型と職員が死亡した場合の対応 結 論

大

阪

地

裁

判

決

共働き世帯を一般的

家庭モデルとして定

立。専業主婦（夫）

世帯は検討から除

外。

主として遺族たる配偶

者の収入で生計維持

遺族たる配偶者の収入で生計維持可

能

生計維持要件を満たさず，受給権を有しないの

で，本件年齢要件の適用は問題とならない。

夫婦双方の収入で生計

維持

生計維持要件を充たしている以上、遺

族たる配偶者は，単独で生活水準を維

持できないか，生活水準を下げざるを

えない。

男女間の就業形態や収入の差は相対的なので，

生計維持要件を満たす配偶者の受給権の有無を

死亡した職員の性別で分けるほどの合理的根拠

とはならない。
主として死亡した職員

の収入で生計維持

大

阪

高

裁

判

決

共働き世帯及び専業

主婦（夫）世帯

共働き世帯 夫が死亡した場合，妻が自活困難にな

る可能性は高い。

妻については年齢を問わずに自活困難と認めて

受給権を与え，夫については，年齢を問わずに

自活困難とは認められないとして，自活困難と

認められる一定年齢該当の場合に受給権を与え

るという本件区別は，合理性を欠かない。

専業主婦世帯

専業主夫世帯 妻が死亡した場合，夫が自活困難にな

る可能性は著しく低い。
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用割合が男性よりも高く（男性 18.9％，女性

53.8％），男女間の賃金格差もいまだ大きいこと

（正社員：男性37.1万円，女性26.2万円，正社員以

外：男性25.1万円，女性18.1万円），③家庭責任を

かかえた女性の方が男性よりも多いこと（専業主

婦690万人，専業主夫5.6万人）などを根拠に，専

業主婦世帯はもちろん，共働き世帯においても，

夫が死亡した場合に妻が自活困難になる可能性は

高く，これに比べて，妻が死亡した場合に夫が自

活困難になる可能性は相対的に低いとした。その

上で，妻については年齢を問わずに自活困難と認

めて受給権を与え，夫については，年齢を問わず

に自活困難とは認められないとして，自活困難と

認められる一定の年齢に該当する場合に遺族補償

年金の受給権を与えるという本件区別は，合理性

を欠くということはできないとして，合憲と判断

した。以上の両判決の判断枠組みを比較すると，

表のようになる。

（エ）両判決の判断枠組みに係る問題点

(a）大阪地裁判決の問題点

大阪地裁判決は，共働き世帯一般的家庭モデル

論を定立した上で，共働き世帯のみを対象にして

遺族たる配偶者の自活可能性を論じている。しか

し，この判断枠組みには，前提となっている共働

き世帯一般的家庭モデル論がかなり強引というだ

けでなく，その帰結として，専業主婦（夫）世帯

を判断対象から除外したという問題がある。なぜ

なら，本件区別の対象には専業主婦（夫）世帯も

含まれることは明らかであり，したがって，大阪

地裁判決は，判断対象を本件区別の適用対象とは

異なるものにすり替えて違憲判断をしたことにな

るからである。

(b）大阪高裁判決の問題点

他方，大阪高裁判決の検討対象は，共働き世帯

と専業主婦（夫）世帯であり，本件区別の適用対

象と一致している。ただし，夫について，年齢を

問わずに自活困難とは認められないとしながら，

男性の自活可能性を区別する一定年齢（55歳）の

合理性については，何も触れていない。

(c）両判決の結論と違憲審査基準との関係

大阪地裁判決は，比較の対象をすり替えている

という意味で，判断の根拠が誤っている。という

よりも，大阪地裁判決は，あえて共働き世帯一般

的家庭モデル論を定立し，これに「厳格な合理性

の基準」を当てはめて，要保護者（＝専業主婦）

の被扶養利益の補填という本件区別の立法目的に

はすでに合理的な根拠が認められないことを論じ

たかったのであろう。

他方，大阪高裁判決は，憲法14条1項の違憲審査

基準として「緩やかな合理性の基準」を採用した

上で，本件区別は合理性を欠かないと判断してい

る。

（オ）裁判の内在的，外在的制約

(a）証明の対象と結論のズレ

次に，両判決の証明の対象と結論の組合せを検

討する。理解の便宜のため，（図）のように図式化

して考える。ここで「有利な条件」とは，55歳以

上という年齢要件がないことを意味し，「不利な

条件」とは，55歳以上という年齢要件があること

を意味する。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2470

（図） 本件訴訟における証明の対象と結論の関係

①立法時の社会認識と受給資格の関係
遺族たる女性→自活困難→有利な条件
遺族たる男性→自活可能→不利な条件→合理的区別かどうか。
②本来求められる証明と結論
遺族たる男性→自活困難→有利な条件
③大阪地裁判決における証明と結論の関係
遺族たる女性→自活可能→有利な条件（↛不利な条件）
遺族たる男性→自活可能→有利な条件
④大阪高裁判決における証明と結論の関係
遺族たる女性→自活困難→有利な条件
遺族たる男性→自活可能→不利な条件→不合理ではない。
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まず，両判決ともに，地公災法の立法時は，遺

族たる女性は自活困難で，遺族たる男性は自活可

能だったので，女性に有利な条件を定めることに

は合理性があったとしている（図①）。その上で，

その後の社会変化により，男性に不利な条件をつ

けることが合理的区別かどうかが争点となった。

本件訴訟では，遺族たる男性の遺族補償年金の

受給資格の有無が争点となっていることを考える

と，男性を有利な条件に改めるという結論を導く

ために本来求められるのは，男性の自活困難を証

明することのはずである（図②）。しかし，両判決

ともに男性の自活困難についてではなく，女性が

自活可能かどうかを検討している。

そして，大阪地裁判決は，女性も男性と同等に

自活可能であり，男性の不利な条件には合理性が

ないので，有利な条件に改めるべきとした（図

③）。しかし，女性も男性と同等に自活可能なら，

女性を不利な条件に改めるのが論理的には正しい

はずである。そうだとすると，大阪地裁判決は，

証明の対象がずれているだけでなく，証明の結果

から誤った結論を導いたことになる。

他方，大阪高裁判決は，依然として女性の方が

男性より自活困難であることを証明して立法時の

社会認識に変化がないことを確認した上で，現行

制度を是認している（図④）。

(b）大阪地裁判決とその内在的制約

大阪地裁判決が誤った結論を導いたのは，裁判

では，当事者が申し立てない事項について判決を

することはできないという処分権主義5)の制約が

あったためではないかと思われる。つまり，本件

訴訟では，遺族たる夫が自分への年金支給を求め

て本件区別の平等原則違反を主張したので，裁判

所が原告の請求を認めるためには，男性の不利な

条件を否定するしかなかったのであろう。

ちなみに，遺族年金を受給できる妻がその受給

資格の取消を求めて訴訟を起こすことは通常考え

られないので，裁判で遺族たる女性の条件を不利

に変更する判決が出ることも考えられないことに

なる。

(c）大阪高裁判決とその外在的制約

他方，大阪高裁判決は，立法時の社会認識に変

化はないとした上で，現行制度は不合理ではない

とした。この判決は，形式的には不平等な本件区

別の存続を容認することになるので，大阪地裁判

決以上に厳格な説明が求められるのではないか，

換言すれば，大阪高裁判決こそ「厳格な合理性の

基準」に従うべきなのではないか，という疑問が

生じる。

これについて，大阪高裁判決は，「緩やかな合理

性の基準」を採用した理由として，「具体的にどの

ような立法措置を講じるかの選択決定は，立法府

の広い裁量にゆだねられて」いることを挙げてい

る。これは，立法措置に関しては，国権の最高機

関であって国の唯一の立法機関とされている国会

（憲法41条）の判断を尊重すべきことを表明した

ものであり，憲法の定める統治構造が判決に影響

を与えたことになる。

(d）政策実現は立法府の役割

以上のように，裁判の内在的制約（大阪地裁判

決）ないし立法権との関係という外在的制約（大

阪高裁判決）が，それぞれの結論に影響を与えて

いる。裁判で平等原則の実現を図ることについて

このような制度的制約が存する以上，真に合理的

な政策を実現するのは，立法の役割とならざるを

得ないことになる。

2 生計維持要件に関する問題

（1） かなり高い水準の生計維持要件

「社会の変化と遺族年金のあり方」で述べたよ

うに，遺族厚生年金に関しては生計維持要件の基

準額が年収850万円と具体的に定められているの

に対し，地公災法や労災保険法では，具体的な基

準額は示されておらず，個別の事例に即して生計

維持関係が認定されている。

5)処分権主義とは，いかなる権利関係について，いかなる形式の審判を求めるかは，当事者の判断に委ねられると

する主義をいう（伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』（有斐閣，2014年）208頁）。取消訴訟においても処分権主義

は妥当し，原告が申し立てない事項について判決をすることはできないとされている（小早川光郎『行政法講義

下Ⅱ』（弘文堂，2005年）155頁）。
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しかし，遺族厚生年金の基準額が850万円であ

ること，労災保険では「当該遺族の生活水準が年

齢，職業等の事情が類似する一般人のそれをいち

じるしく上回る場合を除き，当該遺族が死亡労働

者の収入によって消費生活の全部又は一部を営ん

でいた関係が認められる限り」生計維持関係を認

定して差し支えないとしていること6)に鑑みると，

地公災法においても，例えば遺族に男性の平均給

与（高裁の認定事実によると約507万円）を上回る

収入があっても，生計維持関係が肯定される場合

があることになる。

（2）「自活困難」類型に関する両判決の問題

しかし，両判決ともに，上述のような生計維持

要件の具体的内容についてはまったく触れておら

ず，したがって，収入その他自活能力の有無・程

度といったXの個別的事情にも一切踏み込んでい

ない。その理由を忖度するに，当事者が本件訴訟

を性別による平等原則違反に関する憲法訴訟と位

置付け，争点を男女の自活可能性に集中させたた

めではないかと思われる。

これを受け，両判決ともに，遺族が生計維持要

件を満たせば類型的に「自活困難」であることを

前提に判決の論理を組み立てているが，男性の平

均給与以上の収入がある遺族も「自活困難」とい

うのは説得力を欠き，両判決の論理自体の正当性

を失わしめることになろう。
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